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森林資源の充実に伴い人工林は主伐・再造林の時期を迎えていま
す。再造林を進めていくうえで、造林作業のコスト削減はもちろん
のこと、炎天下での下刈作業など作業環境の改善を図ることが重要
です。

こうした課題への対応として、下刈回数の削減、下刈時期の弾力
化に向けた取組は喫緊の課題となっています。

これらを踏まえ、当局においては、下刈回数の削減を目指すとと
もに、下刈時期の弾力化を推進しています。

また、主伐・再造林を進めていくなかで、シカの増加による新植
苗木への被害が深刻になっており、防護柵を設置し被害を防ぐこと
が必要な箇所が増加してます。

こうした課題への対応として、再造林のコスト削減を進めるうえ
で、より安価な防護柵の設置が必要です。

これらを踏まえ、当局においては、安価な防護柵資材として立木
支柱及びアニマルネットの活用等の取組を推進しています。

当局における取り組み事例を紹介し、これを通じて、林業に関わ
る関係者の皆様が造林作業のコスト削減に係る一助となれば幸いで
す。

はじめに

下刈の要否を的確に判断し、真に必要な場合のみ下刈を実施。
⇨下刈回数の削減 ⇨ コストの削減

作業の軽減や労働安全確保
⇨下刈時期の弾力化 ⇨ 作業環境の改善

今後増加する主伐・再造林に対応
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実践事例

滋賀森林管理署（無下刈）
（植栽６年後：三郷山国有林：甲賀市）

和歌山森林管理署（下刈１回）
(植栽３年後：宮城川国有林：すさみ町）

岡山森林管理署（無下刈）
（植栽６年後：黒木国有林：津山市）

三重森林管理署（下刈１回）
（植栽４年後：福王山国有林：菰野町）

下刈回数削減の事例

島根森林管理署（下刈２回）
(植栽３年後：竹山国有林：美郷町）

広島森林管理署（下刈２回）
（植栽３年後：笛木山国有林：福山市）2



下刈は、植栽木の生育を阻害する雑草木を刈り払う作業であり、
雑草木が植栽木と競合する場合にのみ刈り払いを行うことで、下刈
全体の削減を図ることが可能です。

当局においては、下刈要否の判断を植栽木と雑草木の競合状態を
両者の相対的な樹高関係を指標化したC区分判定により行い、競合
状態をC1～C3の三段階に分け、下刈の要否を判断しています。

また、一部では、無下刈で生育している事例もあり、現地の実態
に応じ、真に実施しなければならないところはどこなのかを見極め、
下刈に取り組んでいます。

取組の成果・効果
下刈は、植栽木の樹高が雑草

木より抜き出て生育に支障がな

くなる時期まで毎年、画一的に

実施しトータルで５～６回程度

実行してきました。

現在、当局では、上記の取組

により、平均下刈回数を２回程

度まで削減するとともに、その

年度に下刈対象となる全面積の

うち、70％程度を省略対象とし

ています。

植栽木と雑草木の競合状態（C区分判定）

取組の概要

Ｃ２:植栽木と雑草木が同じ

Ｃ３:雑草木が植栽木を上回る

Ｃ１:植栽木が雑草木を上回る
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また、現時点で、下刈を削減した箇所において、植栽木は順調に
生育しています。

なお、ススキ、つる類等が繁茂している箇所においては、現地の
実態も踏まえつつ、慎重に対応することとします。

ススキが植栽木に覆いかぶさっている つる類が植栽木に巻き付いている

4



和歌山森林管理署（宮城川国有林：すさみ町）

実践事例

奈良森林管理事務所（桧股国有林：野迫川村）

岡山森林管理署（三室国有林：新見市）

三重森林管理署（悟入谷国有林：いなべ市） 兵庫森林管理署（阿舎利国有林：宍粟市）

山口森林管理事務所（滑山国有林：山口市）

下刈時期弾力化の事例

※奈良所は下刈の直後、その他の署等は下刈の半年～１年程度後の写真。5



下刈は、植栽木が被圧のピークに近くなるとともに、雑草木が前
年の生産の蓄積を使い果たす等の生態的な特徴を踏まえ、６月～８
月を最適期として実行してきました。

当局においては、令和２年度から労務負担の軽減（熱中症予防）、
労働安全の確保（蜂・マムシ対策）、誤伐率の低減、労務の平準化
等を踏まえ、下刈時期の弾力化に取り組んでいます。

令和７年度には、これまでの実行箇所の追跡調査を行い、下刈時
期の弾力化に取り組むことが可能な条件の整理を行いました。
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作業種

     は最適期     は許容期間

作業種
4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9

【作業標準表の弾力化イメージ】

見直し

取組の概要

取組の成果・効果
調査の結果、現時点で、下刈時期を弾力化して実行した箇所にお

いて、植栽木の生育に支障が生じた箇所は確認されておらず、適さ
ない条件は特定されませんでした。

このため、競合雑草木の種類等を問

わず、可能なところは、下刈時期の弾

力化に取り組みます。

また、近年の気候変動の影響、労務

負担等を考慮して、確実に事業を実行

していくためには、夏期に下刈を実行

する場合は、理由を精査し、限定して

いく必要があると考えています。
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なお、タケニグサ等の高茎草本で多年生の草本類やススキ類につ
いては、毎年、春先から早い段階で高く成長し、植栽木が被圧され
る期間が長くなる等の生態的な特徴を踏まえ、優勢的に生息する箇
所については、現地の実態等も踏まえつつ慎重に対応することとし
ます。

ススキ類が優先して繁茂しているタケニグサが優先して繁茂している
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〇アニマルネットを斜め張りする 〇アニマルネットをスカートネットとして利用する
【標準図】

約4.0m

約0.7m

約0.83m

約4.0m

約0.7m

約2.0m

約1.5m

スカートネット用

上張りロープ

(8mm)

スカートネット

本体ネット用

上張りロープ

(8mm)

本体ネット

括り付けロープ

上段

(8mm)

スカートネット用

下張りロープ

(8mm)

固定アンカー

本体ネット用

下張りロープ

(8mm)

支柱控えロープ

(6mm)

支柱

支柱控えアンカー

結束バンド

(0.5m間隔)

括り付けロープ

中段

(4mm)

又釘

（下張りロープを根株に固定）

実践事例

広島北部森林管理署（通ケ谷山国有林：神石高原町）

奈良森林管理事務所（高取山国有林：高取町） 鳥取森林管理署（真山国有林：三朝町）

アニマルネット、立木支柱活用の事例

島根森林管理署（吉田国有林：安来市）8



立木の活用
○支柱を削減し、できるだけ立木を活用する。

・材料費の縮減

・支柱の運搬、打ち込み作業が削減できる。

・積雪や倒木等に対してより強度がある。

・ネットが破損しても修繕が容易。

取組の概要
主伐・再造林を進めていくなかで、シカの増加による新植苗木へ
の被害が深刻になっており、再造林のコスト削減を進めるうえで、
より安価な防護柵の設置が必要です。

当局においては、これまで防護柵の設置に当たっては、ＦＲＰ支
柱やステンレス入ネット等を活用してきましたが、防護柵資材の低
コスト化に向け、可能なところから、支柱には立木を、ネットには
ホームセンターでも購入可能な安価なアニマルネットの活用等の取
組を進めています。

アニマルネットの活用
○一般的な防護柵

シカによる網の噛み切りを防ぐため、侵入防止網
にステンレスが編み込まれたものを使用しているが、
高価で重い。

○アニマルネット防護柵

・目合いが細かく（16mm）、動物の口が入りに
くいため、噛み切ることが困難。

・ウサギなど小動物のすり抜け防止になる。

・ホームセンター等で購入可能であり、入手が容易
でかつ安価。

ステンレス入りネット 38,500円/50m

アニマルネット 15,746円/50m

・軽いので運搬功程も有利。

ステンレス入りネット 11kg/50m

アニマルネット 5.5kg/50m

取組の成果・効果

支柱に立木を活用することで、支柱経費を削減することが可能と
なりました。また、アニマルネットを活用することで、通常のネッ
トの半分程度の価格で資材を購入することが可能となるとともに、
重量も軽いため持ち運びが容易となる等の効果がでています。

なお、これらのメリット等の詳細については、以下に記載のとお
りです。

支柱代金：2,000円/本

現地の立木を活用するため支柱経費は
発生しない。
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取組事例のQ＆A

Q:下刈時期を弾力化する場合、入札に係る仕様書等はどのように対
応していますか。

Q:下刈時期の弾力化の取組により請負事業体の感想はどうですか。

A:熱中症対策等の労務負担の軽減、蜂・マムシ等被害からの労働安全の確保、
作業効率の向上等の観点から概ね好評な結果を得ています。

Q:立木支柱やアニマルネットの活用により、シカ等の被害は防げて
いますか。

A:一部の箇所において倒木等の被害により、アニマルネットが破損した事例は
見られましたが、ステンレス入ネット等の通常の防護柵と同様の効果が発揮さ
れ、植栽木は順調に生育しています。

問い合わせ先 （各署等の業務グループ（造林担当））

A:仕様書等において、下刈の事業期間を６～８月に限定せず、長い期間に実施
できるよう設定しています。
（従来の場合） （時期弾力化の場合）

６～８月事業期間 （例）６～12月事業期間
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